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表紙 

高田浄水場再整備事業 

 

募集要項 

【変更版】 

 

令和３年９月 

 

小田原市上下水道局 

 

（略） 

 

 

２．６対象施設 

表 １ 継続利用施設

 

表紙 

高田浄水場再整備事業 

 

募集要項 

 

 

令和３年６月 

 

小田原市上下水道局 

 

（略） 

 

 

２．６対象施設 

表 ２ 継続利用施設 

 

 

 

 

 

（追記） 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 

 

 

（削除） 

（追記） 

（変更） 

 

No 施設名 説明 改修整備・利用方針 

1 新１号沈でん池 
急速混和池、フロック形成池、

沈でん池の各水槽 

構造物本体は継続利用とし、施設フ

ロー及び活用方法は事業者の提案

による。また、水面開口部に覆蓋を

設置する。なお、既設設備を継続利

用することは妨げないが、運転維持

管理業務における修繕等の対応は、

整備対象施設と同等に扱うものと

する。 

2 薬注棟 

粉末活性炭注入設備、次亜注

入設備、苛性ソーダ注入設備、

高塩基度 PAC 注入設備、希硫

酸注入設備が設置されている

建屋及び薬注設備の一部 

建屋は継続利用とする。薬注設備は

本事業で更新・撤去することを基本

とする。なお、（削除）事業者の責に

おいて本市が整備した既設薬注設

備を継続利用することは妨げない

が、運転維持管理業務における修繕

等の対応は、整備対象施設と同等に

扱うものとする。 

 

No 施設名 説明 改修整備・利用方針 

1 新１号沈でん池 
急速混和池、フロック形成池、

沈でん池の各水槽 

構造物本体は継続利用とし、施設フ

ロー及び活用方法は事業者の提案

による。また、水面開口部に覆蓋を

設置する。 

2 薬注棟 

粉末活性炭注入設備、次亜注

入設備、苛性ソーダ注入設備、

高塩基度 PAC 注入設備、希硫

酸注入設備が設置されている

建屋及び薬注設備の一部 

建屋は継続利用とする。薬注設備は

本事業で更新・撤去することを基本

とする。なお、薬品貯蔵槽及び粉末

活性炭注入設備は、事業者の責にお

いて継続利用することを妨げない

が、運転維持管理業務における修繕

等の対応は、整備対象施設と同等に

扱うものとする。 
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表紙 

高田浄水場再整備事業 

 

要求水準書 

【変更版】 

 

令和３年９月 

 

小田原市上下水道局 

 

（略） 

 

 

１．４業務内容及び対象施設 

2）対象施設 

表 １-３ 継続利用施設

 

表紙 

高田浄水場再整備事業 

 

要求水準書 

 

 

令和３年６月 

 

小田原市上下水道局 

 

（略） 

 

 

１．４業務内容及び対象施設 

2）対象施設 

表 １-３ 継続利用施設

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 

 

 

（削除） 

（追記） 

（変更） 

 

 

No 施設名 説明 改修整備・利用方針 

1 新１号沈でん池 
急速混和池、フロック形成池、

沈でん池の各水槽 

構造物本体は継続利用とし、施設フ

ロー及び活用方法は事業者の提案

による。また、水面開口部に覆蓋を

設置する。なお、既設設備を継続利

用することは妨げないが、運転維持

管理業務における修繕等の対応は、

整備対象施設と同等に扱うものと

する。 

2 薬注棟 

粉末活性炭注入設備、次亜注

入設備、苛性ソーダ注入設備、

高塩基度 PAC 注入設備、希硫

酸注入設備が設置されている

建屋及び薬注設備の一部 

建屋は継続利用とする。薬注設備は

本事業で更新・撤去することを基本

とする。なお、（削除）事業者の責に

おいて本市が整備した既設薬注設

備を継続利用することは妨げない

が、運転維持管理業務における修繕

等の対応は、整備対象施設と同等に

扱うものとする。 

 

No 施設名 説明 改修整備・利用方針 

1 新１号沈でん池 
急速混和池、フロック形成池、

沈でん池の各水槽 

構造物本体は継続利用とし、施設フ

ロー及び活用方法は事業者の提案

による。また、水面開口部に覆蓋を

設置する。 

2 薬注棟 

粉末活性炭注入設備、次亜注

入設備、苛性ソーダ注入設備、

高塩基度 PAC 注入設備、希硫

酸注入設備が設置されている

建屋及び薬注設備の一部 

建屋は継続利用とする。薬注設備は

本事業で更新・撤去することを基本

とする。なお、薬品貯蔵槽及び粉末

活性炭注入設備は、事業者の責にお

いて継続利用することを妨げない

が、運転維持管理業務における修繕

等の対応は、整備対象施設と同等に

扱うものとする。 
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（略） 

 

２．１調査業務 

 ２） 本業務の実施にあたっての留意事項 

⑥ 排水流末は既存と同様に関口川（削除）となる。事業者は別紙３

に示す既設排水管及び既設雨水枡に、本事業で整備する排水管等

を接続すること。なお、放流可能排水量については、既存の定め

がないことから、事業者の整備内容を踏まえ、関係機関と協議の

うえ、定めること。 

 

（略） 

 

２．２設計業務 

４） 浄水場設計 

ク） 薬品注入設備 

薬品注入設備は、既設の薬注棟、新設する管理棟又は膜ろ過棟に設

置することを基本とする。薬品注入設備は、本事業で更新することを

基本とするが、（削除）事業者の責任により本市が整備した既設薬注設

備を継続利用することは妨げない。ただし、運転維持管理業務におけ

る修繕等の対応は、整備対象施設と同等に扱うものとする。 

 

（略） 

 

コ） 電気計装設備 

（６） 中央監視設備（監視制御設備） 

 

（略） 

 

２．１調査業務 

 ２） 本業務の実施にあたっての留意事項 

⑥ 排水流末は既存と同様に関口川（既存の許可排水量 900m3/日）

となる。事業者は別紙３に示す既設排水管及び既設雨水枡に、本

事業で整備する排水管等を接続すること。なお、放流可能排水量

については事業者の整備内容を踏まえ、関係機関と協議のうえ、

定めること。 

 

（略） 

 

２．２設計業務 

４） 浄水場設計 

ク） 薬品注入設備 

薬品注入設備は、既設の薬注棟、新設する管理棟又は膜ろ過棟に設

置することを基本とする。薬品注入設備は、本事業で更新することを

基本とするが、薬品貯蔵槽及び粉末活性炭注入設備は事業者の責任に

より継続利用することを妨げない。ただし、運転維持管理業務におけ

る修繕等の対応は、整備対象施設と同等に扱うものとする。 

 

（略） 

 

コ） 電気計装設備 

（６） 中央監視設備（監視制御設備） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

（追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

（追記） 

（変更） 
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⑨ 継続利用施設の監視設備は、移設または信号取り込みによって新

設する中央監視室にて監視制御が行えること。なお、既設監視設

備を管理棟（既設）に残置したまま、新設する管理棟に監視操作

用 PC 等を設置する場合は、管理棟（既設）における必要な改修

及び管理は事業者の責任において行うとともに、中央監視室に将

来設置更新用のスペースを確保すること。既設のシステム構成図

を別紙９に示す。既設監視設備に対して機能改造（既設の信号取

込みに伴う改造、施設撤去に伴う警報削除や画面削除などを除

く）して継続利用する場合は、運転維持管理業務における修繕対

応は、整備対象施設と同等に扱うものとする。 

 

（略） 

 

（７） 遠方監視設備 

② 遠方監視設備の整備は、事業者の提案とする。既設遠方監視設備

を移設して継続利用する場合は、移設切替期間中においても場外

施設の監視に支障が生じない処置を講じること。既設遠方監視設

備を管理棟（既設）に残置したまま、監視操作用 PC 等を新設す

る管理棟に設置する場合は、管理棟（既設）における必要な改修

及び管理は事業者の責任において行うとともに、中央監視室に将

来設置更新用のスペースを確保すること。なお、既設監視設備に

対して機能改造（既設の信号取込みに伴う改造、施設撤去に伴う

警報削除や画面削除などを除く）して継続利用する場合は、運転

維持管理業務における修繕対応は、整備対象施設と同等に扱うも

のとする。 

 

⑨ 継続利用施設の監視設備は、移設または信号取り込みによって新

設する中央監視室にて監視制御が行えること。なお、既設監視設

備を管理棟（既設）に残置したまま、新設する管理棟に監視操作

用 PC 等を設置する場合は、管理棟（既設）における必要な改修

及び管理は事業者の責任において行うとともに、中央監視室に将

来設置更新用のスペースを確保すること。既設のシステム構成図

を別紙９に示す。 

 

 

 

 

（略） 

 

（７） 遠方監視設備 

② 遠方監視設備の整備は、事業者の提案とする。既設遠方監視設備

を移設して継続利用する場合は、移設切替期間中においても場外

施設の監視に支障が生じない処置を講じること。既設遠方監視設

備を管理棟（既設）に残置したまま、監視操作用 PC 等を新設す

る管理棟に設置する場合は、管理棟（既設）における必要な改修

及び管理は事業者の責任において行うとともに、中央監視室に将

来設置更新用のスペースを確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 
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（略） 

 

チ） 継続利用施設の改修設計 

（１） 既設新１号沈でん池 

① 既設新１号沈でん池の活用方法は事業者提案とし、継続利用する

ために必要な改修を施すこと。なお、既設設備を継続利用するこ

とは妨げないが、運転維持管理業務における修繕等の対応は、整

備対象施設と同等に扱うものとする。 

 

（略） 

 

（２） 薬注棟 

① 本項のク）に示すとおり、薬品注入設備は、本事業で更新するこ

とを基本とするが、（削除）事業者の責任により本市が整備した

既設薬注設備を継続利用することは妨げない。なお、運転維持管

理業務における修繕等の対応は、整備対象施設と同等に扱うもの

とする。 

 

（略） 

 

３.３ 高田浄水場の運転維持管理業務（第２期） 

３） 水質管理業務 

ア） 本業務の内容 

（１） 法定外検査 

 

（略） 

 

チ） 継続利用施設の改修設計 

（１） 既設新１号沈でん池 

① 既設新１号沈でん池の活用方法は事業者提案とし、継続利用する

ために必要な改修を施すこと。 

 

 

 

（略） 

 

（２） 薬注棟 

① 本項のク）に示すとおり、薬品注入設備は、本事業で更新するこ

とを基本とするが、薬品貯蔵槽及び粉末活性炭注入設備は事業者

の責任により継続利用することを妨げない。なお、運転維持管理

業務における修繕等の対応は、整備対象施設と同等に扱うものと

する。 

 

（略） 

 

３.３ 高田浄水場の運転維持管理業務（第２期） 

３） 水質管理業務 

ア） 本業務の内容 

（１） 法定外検査 

 

 

 

 

 

（追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

（追記） 

（変更） 
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法定外検査とは、水道法施行規則第 15 条に掲げられる定期及び臨時

の水質検査（法定検査）以外に本市水道事業が自主的に実施する水質

検査をいう。事業者は、原水、浄水及び給水栓について、表 ３-２に

示す水質検査を実施し、検査結果を本市へ報告する（3.4 に示す場外施

設の水質管理業務の範囲を含む）。 

 

（略） 

 

３.３ 高田浄水場の運転維持管理業務（第２期） 

４） 修繕業務（計画・計画外修繕） 

イ） 本業務の実施にあたっての留意事項 

（１） 事業者が整備または事業者提案により継続利用した施設 

① 整備対象施設及び継続利用施設において事業者が整備または事業

者提案により継続利用した設備は、計画修繕業務及び計画外修繕

業務の対象とし、定期修繕計画を各施設・設備の本業務開始まで

に作成し、本市に提出すること。また、計画の変更が必要な場合

には、本市に書面で提出すること。 

 

（略） 

 

（２） 継続利用施設（事業者が整備または事業者提案により継続利用

した設備を除く） 

① 継続利用施設（事業者が整備または事業者提案により継続利用し

た設備を除く）については、計画外修繕業務の対象とし、事業開

始段階での定期修繕計画を求めない。 

 

法定外検査とは、水道法施行規則第 15 条に掲げられる定期及び臨時

の水質検査（法定検査）以外に本市水道事業が自主的に実施する水質

検査をいう。事業者は、原水、浄水及び給水栓について、表 ３-２に

示す水質検査を実施し、検査結果を本市へ報告する（3.3 に示す場外施

設の水質管理業務の範囲を含む）。 

 

（略） 

 

３.３ 高田浄水場の運転維持管理業務（第２期） 

４） 修繕業務（計画・計画外修繕） 

イ） 本業務の実施にあたっての留意事項 

（１） 事業者が整備した施設 

① 整備対象施設及び継続利用施設において事業者が整備した設備

は、計画修繕業務及び計画外修繕業務の対象とし、定期修繕計画

を各施設・設備の本業務開始までに作成し、本市に提出するこ

と。また、計画の変更が必要な場合には、本市に書面で提出する

こと。 

 

（略） 

 

（２） 継続利用施設（事業者が整備した設備を除く） 

① 継続利用施設（事業者が整備した設備を除く）については、計画

外修繕業務の対象とし、事業開始段階での定期修繕計画を求めな

い。 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 
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（略） 

 

⑥ 計画外修繕に係る修繕費用の合計は、年間 500 万円（1 回あたり

50 万円（消費税を含む））を上限とする。上限を超過した範囲は

変更対象とし、本市と協議のうえ、事業者又は本市が実施する。

費用の上限は、場外施設における修繕業務（計画外修繕）におけ

る修繕費との合算とする。 

 

（略） 

 

３.３ 高田浄水場の運転維持管理業務（第２期） 

９） 熱水燃料等調達管理業務 

イ） 本業務の実施にあたっての留意事項 

（２） 継続利用施設（事業者が整備した設備を除く） 

① 本事業で必要となる衛生用水道及び作業用水は無償で本市より供

給する。 

（略） 

 

３.４ 場外施設の運転維持管理業務 

２） 保守点検業務 

ア） 本業務の内容 

表 ３-５ 保守点検業務の内容 

 

（略） 

 

⑥ 計画外修繕に係る修繕費用の合計は、年間 500 万円を上限とす

る。上限を超過した範囲は変更対象とし、本市と協議のうえ、事

業者又は本市が実施する。費用の上限は、場外施設における修繕

業務（計画外修繕）における修繕費との合算とする。 

 

 

（略） 

 

３.３ 高田浄水場の運転維持管理業務（第２期） 

９） 熱水燃料等調達管理業務 

イ） 本業務の実施にあたっての留意事項 

（２） 継続利用施設（事業者が整備した設備を除く） 

① 本事業で必要となる作業用水は無償で本市より供給する。 

 

（略） 

 

３.４ 場外施設の運転維持管理業務 

２） 保守点検業務 

ア） 本業務の内容 

表 ３-５ 保守点検業務の内容 

 

 

 

（追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 
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（略） 

 

 

 

 

３.４ 場外施設の運転維持管理業務 

３） 修繕業務（計画外修繕） 

イ） 本業務の実施にあたっての留意事項 

⑥ 計画外修繕に係る修繕費用の合計は、年間 500 万円（1 回あたり

50 万円（消費税を含む））を上限とする。上限を超過した範囲は

 

 

（略） 

 

 

 

 

３.４ 場外施設の運転維持管理業務 

３） 修繕業務（計画外修繕） 

イ） 本業務の実施にあたっての留意事項 

⑥ 計画外修繕に係る修繕費用の合計は、年間 500 万円を上限とす

る。上限を超過した範囲は変更対象とし、本市と協議のうえ、事

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 

 

業務内容 

日常点検 施設及び設備の異常の有無、徴候を見つけるために目視、触感、確

認、清掃及び記録等により日常点検を行う。 

①目視によるもの：施設及び設備全体を目視し、損傷、亀裂、漏れ、

さび及び臭気、音等により正常か否かを判断すること。 

②触感によるもの：機器に触れ、振動、温度等により正常か否かを

判断すること。 

③確認によるもの：機器の圧力、温度、流量、電流等計器の値が正

常か否かを判断すること。（目視及び触感作業を含む） 

④記録作業：点検の結果を所定の用紙に記録すること。（必要に応じ

てデータをもとに、機器の状態を判断する） 

設備定期保守点検 より詳細な点検を実施する定期点検（月次、年次）を実施すること。ま

た、グリース等消耗品の交換を実施すること。 

（削除） （削除） 

自家用電気工作物 

点検 

電気事業法及び消防法に基づき、本市保安規程に定める対象設備の定期

点検を実施すること。なお、飯泉取水管理事務所における点検は本市で

実施する。 

消防設備点検 消防法に基づき、第二水源地の消防設備点検を実施すること。（担当部

署への届け出を含む）。 

 

業務内容 

日常点検 施設及び設備の異常の有無、徴候を見つけるために目視、触感、確

認、清掃及び記録等により毎日点検を行う。 

①目視によるもの：施設及び設備全体を目視し、損傷、亀裂、漏れ、

さび及び臭気、音等により正常か否かを判断すること。 

②触感によるもの：機器に触れ、振動、温度等により正常か否かを

判断すること。 

③確認によるもの：機器の圧力、温度、流量、電流等計器の値が正

常か否かを判断すること。（目視及び触感作業を含む） 

④記録作業：点検の結果を所定の用紙に記録すること。（必要に応じ

てデータをもとに、機器の状態を判断する） 

設備定期保守点検 より詳細な点検を実施する定期点検（月次、年次）を実施すること。ま

た、グリース等消耗品の交換を実施すること。 

空調設備点検 フロン排出抑制法に基づき、対象設備の簡易点検を 1 回/月以上、法定

点検を 1 回/3 年以上実施すること 

自家用電気工作物 

点検 

電気事業法及び消防法に基づき、本市保安規程に定める対象設備の定期

点検を実施すること。なお、飯泉取水管理事務所における点検は本市で

実施する。 

消防設備点検 消防法に基づき、第二水源地の消防設備点検を実施すること。（担当部

署への届け出を含む）。 
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変更対象とし、本市と協議のうえ、事業者又は本市が実施する。

費用の上限は、高田浄水場における修繕業務（計画外修繕）にお

ける修繕費との合算とする。 

 

（略） 

 

３.４ 場外施設の運転維持管理業務 

４） 水質管理業務 

ア） 本業務の内容 

（１） 法定外検査 

場外施設における検査項目及び頻度等は、３.３項の３）に示すとお

りとする。 

 

（２） 法定検査 

表 ３-６ 毎日検査等の業務地点 

 

（略） 

 

（３） 浄水処理工程等の水質管理 

表 ３-７ 第二水源地の浄水における工程検査 

 

（略） 

 

（４） 水質管理業務計画の作成 

本市が策定している水安全計画及び水質検査計画を踏まえ、場外施

設の水質管理業務計画を作成し、本市に提出すること。また、水質計

業者又は本市が実施する。費用の上限は、高田浄水場における修

繕業務（計画外修繕）における修繕費との合算とする。 

 

 

（略） 

 

３.４ 場外施設の運転維持管理業務 

４） 水質管理業務 

ア） 本業務の内容 

（１） 法定外検査 

場外施設における検査項目及び頻度等は、３.２項の３）に示すとお

りとする。 

 

（２） 法定検査 

表 ３-５ 毎日検査等の業務地点 

 

（略） 

 

（３） 浄水処理工程等の水質管理 

表 ３-６ 第二水源地の浄水における工程検査 

 

（略） 

 

（４） 水質管理業務計画の作成 

本市が策定している水安全計画及び水質検査計画を踏まえ、場外施

設の水質管理業務計画を作成し、本市に提出すること。また、水質計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

（変更） 
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器等の監視により取水から配水における水質管理を徹底することと

し、必要に応じて水質計器値の確認試験により最適な薬品注入量を決

定するなど、水質の向上に努めること。 

なお、水質管理に関する要求水準は水道法に規定する水質基準とす

るものであるが、以下の項目については、表 ３-８に示す水質を水質

管理の要求水準とし、良質な水質の確保を目的に管理目標値を目標に

管理すること。 

表 ３-８ 場外施設における残留塩素濃度管理値 

 

 

器等の監視により取水から配水における水質管理を徹底することと

し、必要に応じて水質計器値の確認試験により最適な薬品注入量を決

定するなど、水質の向上に努めること。 

なお、水質管理に関する要求水準は水道法に規定する水質基準とす

るものであるが、以下の項目については、表 ３-７に示す水質を水質

管理の要求水準とし、良質な水質の確保を目的に管理目標値を目標に

管理すること。 

表 ３-７ 場外施設における残留塩素濃度管理値 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

（変更） 

 

※要求水準書別紙の

変更箇所については

別資料で明示してい

ます。 

 



要求水準書別紙 新旧対照表 令和3年9月公表

資料名 変更箇所 変更後（新） 変更前（旧）

別紙1 施設位置平面図記載の第三水源地を削除 「第三水源地」削除 「第三水源地」記載

別紙8 施設名称 上下水道局庁舎 水道局庁舎

別紙9 久野配水系統改修期間 久野配水系統 ※R3～R5で改修予定 久野配水系統 ※R3～R4で改修予定

別紙10-1 ５ 発生土管理及び処分業務

文末に「なお、事業費算出に際しては、閲

覧資料に示す令和５年度における計画一日

平均給水量を供給可能な計画平均浄水量を

事業者提案により設定し、1m3当たりの発

生土管理及び処分費単価を提示するこ

と。」を追記。

-(記載なし)

第1期 消耗品調達管理業務 委託範囲 〇 -

第1期 消耗品調達管理業務 直営範囲 - 〇

第1期 熱水燃料等達管理業務 委託範囲 - 〇

第1期 熱水燃料等達管理業務 直営範囲 〇 -

第2期 消防設備点検 直営範囲  〇（上下水道局庁舎） -

第1期 中河原配水池 修繕業務（計画外修繕） 委託範囲 - ○（限度額内）

第1期 中河原配水池 修繕業務（計画外修繕） 直営範囲 〇 ○（限度額外）

第1期 下曽我加圧ポンプ所 修繕業務（計画外修繕） 委託範囲 - ○（限度額内）

第1期 下曽我加圧ポンプ所 修繕業務（計画外修繕） 直営範囲 〇 ○（限度額外）

第1期 下曽我加圧ポンプ所 燃料調達業務 委託範囲 - 〇

第1期 下曽我加圧ポンプ所 燃料調達業務 直営範囲 〇 -

第1期 久野配水池 修繕業務（計画外修繕） 委託範囲 - ○（限度額内）

第1期 久野配水池 修繕業務（計画外修繕） 直営範囲 〇 ○（限度額外）

第1期 久野配水池 燃料調達業務 委託範囲 - 〇

第1期 久野配水池 燃料調達業務 直営範囲 〇 -

第1期 新久野配水池 修繕業務（計画外修繕） 委託範囲 - ○（限度額内）

第1期 新久野配水池 修繕業務（計画外修繕） 直営範囲 〇 ○（限度額外）

第1期 新久野配水池 燃料調達業務 委託範囲 - 〇

第1期 新久野配水池 燃料調達業務 直営範囲 〇 -

第1期 諏訪原配水池 修繕業務（計画外修繕） 委託範囲 - ○（限度額内）

第1期 諏訪原配水池 修繕業務（計画外修繕） 直営範囲 〇 ○（限度額外）

第1期 諏訪原配水池 燃料調達業務 委託範囲 - 〇

第1期 諏訪原配水池 燃料調達業務 直営範囲 〇 -

第1期 第二水源地 空調設備点検 直営範囲 削除 〇

第2期 第二水源地 空調設備点検 委託範囲 削除 〇

別紙10-3

別紙12
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表紙 

高田浄水場再整備事業 

 

事業者選定基準 

【変更版】 

 

令和３年９月 

 

小田原市上下水道局 

 

（略） 

 

 

５ 提案審査 

３）得点化方法 

ア）技術評価点の得点化方法 

地元企業（構成企業（削除）、協力企業およびその他企業）の分担額

の合計が、全体事業費（設計建設業務及び運転維持管理業務の合計）

の 15%に相当する提案を 28点（配点の 100％）、0%に相当する提案を

0点（配点の 0％）として、それらの中間の分担額については直線補間

により評価する。 

 

表紙 

高田浄水場再整備事業 

 

事業者選定基準 

 

 

令和３年６月 

 

小田原市上下水道局 

 

（略） 

 

 

５ 提案審査 

３）得点化方法 

ア）技術評価点の得点化方法 

地元企業（構成企業および協力企業）の分担額の合計が、全体事業

費（設計建設業務及び運転維持管理業務の合計）の 15%に相当する提

案を 28点（配点の 100％）、0%に相当する提案を 0点（配点の 0％）

として、それらの中間の分担額については直線補間により評価する。 

 

 

 

 

（追記） 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

（追記） 
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（追記） 
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表紙 

高田浄水場再整備事業 

 

提出書類作成要領及び様式集 

【変更版】 

 

令和３年９月 

 

小田原市上下水道局 

 

（略） 

 

 

様式Ⅲ－４－③ 

運転維持管理費用計画Ａ－再整備後の高田浄水場－ 

 

（略） 

表紙 

高田浄水場再整備事業 

 

提出書類作成要領及び様式集 

 

 

令和３年６月 

 

小田原市上下水道局 

 

（略） 

 

 

様式Ⅲ－４－③ 

運転維持管理費用計画Ａ－再整備後の高田浄水場－ 

 

 

（略） 

 

 

 

 

（追記） 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 

 

 

 

（前項からの続き） 

[高田浄水場運転維持管理費用見積（令和 10 年 4 月～令和 30 年 3 月）]       （単位：円） 

年度 
 
 

項目 

1 年目 ･･･ 20 年目 
合計 

備考 令和 
10 年度 ･･･ 令和 

29 年度 
年額（円） 総額（円） 

熱水燃料等の調
達管理業務 

人件費      
熱水費      
燃料費      
諸経費      
その他      
小計      

発生土管理及び
処分業務 

人件費      
運搬費      
処分費      
諸経費      
その他      
小計      

      

（前項からの続き） 

[高田浄水場運転維持管理費用見積（令和 10 年 4 月～令和 30 年 3 月）]       （単位：円） 

年度 
 
 

項目 

1 年目 ･･･ 20 年目 
合計 

備考 令和 
10 年度 ･･･ 令和 

29 年度 
年額（円） 総額（円） 

熱水燃料等の調
達管理業務 

人件費      
熱水費      
燃料費      
諸経費      
その他      
小計      

発生土管理及び
処分業務 

人件費      
諸経費      
その他      
小計      
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様式Ⅲ－４－④ 

運転維持管理費用計画Ｂ －再整備後の高田浄水場－ 

 

（略） 

 

様式Ⅲ－４－④ 

運転維持管理費用計画Ｂ －再整備後の高田浄水場－ 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 

 

 

 

 
２．積算根拠 

運転維持管理費の各業務の積算根拠を記載すること。 

 

項 目 積算根拠 

運転管理業務  

保守点検業務  

・・・  

事業終了時の引継ぎ業

務 

 

 
（注１）提案内容により、各業務における費用の積上げに必要な費目ごとに、積算根拠を記入する

こと。 
（注２）運転維持管理費用計画 A（様式Ⅲ－４－③）と整合性が取れる形で記入すること。 
（注３）薬品調達管理業務、電力調達管理業務、熱水燃料等の調達管理業務、発生土管理及び処分

業務は、令和 10 年度における計画平均浄水量 1m3 当たりの単価を提示すること。なお、

膜ろ過方式の切替完了時期に応じて基準となる年度を変更すること。 

 

 
２．積算根拠 

運転維持管理費の各業務の積算根拠を記載すること。 

 

項 目 積算根拠 

運転管理業務  

保守点検業務  

・・・  

事業終了時の引継ぎ業

務 

 

 
（注１）提案内容により、各業務における費用の積上げに必要な費目ごとに、積算根拠を記入する

こと。 
（注２）運転維持管理費用計画 A（様式Ⅲ－４－③）と整合性が取れる形で記入すること。 
（注３）薬品調達管理業務、電力調達管理業務、熱水燃料等の調達管理業務、発生土管理及び処分

業務は、計画平均浄水量 1m3当たりの単価を提示すること。 
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様式Ⅲ－４－⑦ 

運転維持管理費用計画Ｅ －既設の高田浄水場－ 

 

（略） 

 

様式Ⅲ－４－⑦ 

運転維持管理費用計画Ｅ －既設の高田浄水場－ 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．費用見積り及び積算根拠 

運転維持管理業務に係る費用見積りを記載すること。 
  [既設の高田浄水場運転維持管理費用見積（令和 5 年 4 月～令和 10 年 3 月）] （単位：円） 

年度 
 
 

項目 

1 年目 ･･･ 5 年目 
合計 

備考 令和 
5 年度 ･･･ 令和 

9 年度 
年額（円） 総額（円） 

運転管理業務 

人件費      
諸経費      
その他      
小計      

保守点検業務 

人件費      
諸経費      
その他      
小計      

水質管理業務 

人件費      
諸経費      
その他      
小計      

消耗品調達管理業
務 

人件費      
諸経費      
その他      
小計      

発生土管理及び処
分業務 

人件費      
運搬費      
処分費      
諸経費      
その他      
小計      

見学者対応業務 

人件費      
諸経費      
その他      
小計      

（注１）運転維持管理期間は、膜ろ過方式の切替完了時期に応じて、様式変更すること。 

（注２）４月～翌年３月の１年間の費用を記入すること。 

（注３）提案内容により、適宜費目を訂正・追加の上、記入すること。 

（注４）Microsoft Office Excel のファイル形式で提出すること。 

 

１．費用見積り及び積算根拠 

運転維持管理業務に係る費用見積りを記載すること。 
  [既設の高田浄水場運転維持管理費用見積（令和 5 年 4 月～令和 10 年 3 月）] （単位：円） 

年度 
 
 

項目 

1 年目 ･･･ 5 年目 
合計 

備考 令和 
5 年度 ･･･ 令和 

9 年度 
年額（円） 総額（円） 

運転管理業務 

人件費      
諸経費      
その他      
小計      

保守点検業務 

人件費      
諸経費      
その他      
小計      

水質管理業務 

人件費      
諸経費      
その他      
小計      

消耗品調達管理業
務 

人件費      
諸経費      
その他      
小計      

発生土管理及び処
分業務 

人件費      
熱水費      
燃料費      
諸経費      
その他      
小計      

見学者対応業務 

人件費      
諸経費      
その他      
小計      

（注１）運転維持管理期間は、膜ろ過方式の切替完了時期に応じて、様式変更すること。 

（注２）４月～翌年３月の１年間の費用を記入すること。 

（注３）提案内容により、適宜費目を訂正・追加の上、記入すること。 

（注４）Microsoft Office Excel のファイル形式で提出すること。 
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様式Ⅲ－４－⑧ 

運転維持管理費用計画Ｆ －既設の高田浄水場－ 

 

（略） 

 

様式Ⅲ－４－⑧ 

運転維持管理費用計画Ｆ －既設の高田浄水場－ 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 

 

 

 

 
２．積算根拠 

運転維持管理費の積算根拠を記載すること。 

 

項 目 積算根拠 

運転管理業務  

保守点検業務  

・・・  

災害、事故及び緊急時

対応業務 

 

 
（注１）提案内容により、各業務における費用の積上げに必要な費目ごとに、積算根拠を記入する

こと。 
（注２）運転維持管理費用計画 E（様式Ⅲ－４－⑦）と整合性が取れる形で記入すること。 
（注３）発生土管理及び処分業務は、令和 5 年度における計画平均浄水量 1m3 当たりの単価を提示

すること。 
 

 

 
２．積算根拠 

運転維持管理費の積算根拠を記載すること。 

 

項 目 積算根拠 

運転管理業務  

保守点検業務  

・・・  

災害、事故及び緊急時

対応業務 

 

 
（注１）提案内容により、各業務における費用の積上げに必要な費目ごとに、積算根拠を記入する

こと。 
（注２）運転維持管理費用計画 E（様式Ⅲ－４－⑦）と整合性が取れる形で記入すること。 
（注３）発生土管理及び処分業務は、計画平均浄水量 1m3当たりの単価を提示すること。 
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様式Ⅲ－４－⑨ 

運転維持管理費用計画Ｇ －場外施設－ 

 

（略） 

 

様式Ⅲ－４－⑨ 

運転維持管理費用計画Ｇ －場外施設－ 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 

 

 

 

 

 

 

 

（前項からの続き） 

運転維持管理業務に係る費用見積りを記載すること。 

  [場外施設の運転維持管理費用見積（令和 5 年 4 月～令和 30 年 3 月）] （単位：円） 

年度 
 
 

項目 

1 年目 ･･･ 25 年目 
合計 

備考 令和 
5 年度 ･･･ 令和 

29 年度 
年額（円） 総額（円） 

植栽管理及び清
掃業務 

人件費      
諸経費      
その他      
小計      

保安業務 

人件費      
諸経費      
その他      
小計      

災害、事故及び緊
急時対応業務 

人件費      
諸経費      
その他      
小計      

事業終了時の引
継ぎ業務 

人件費      
諸経費      
その他      
小計      

その他の費用      
合計      

（注１）運転維持管理期間は、膜ろ過方式の切替完了時期に応じて、様式変更すること。 
（注２）４月～翌年３月の１年間の費用を記入すること。 

（注３）消耗品調達管理として、上限額（第１期：30 万円／年（税抜）、第２期：50 万円／年（税

抜））を毎年度計上すること。 
（注４）薬品調達管理業務は、第二水源地における次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素 12％以上）の

使用量を 9.5t/年とし、事業者における単価を乗じて計上すること。 

（注５）燃料調達管理業務は、場外施設における燃料（軽油）の使用量を 600Ｌ/年とし、事業者に

おける単価を乗じて計上すること。 

（注６）Microsoft Office Excel のファイル形式で提出すること。 
 

 

（前項からの続き） 

運転維持管理業務に係る費用見積りを記載すること。 

  [場外施設の運転維持管理費用見積（令和 5 年 4 月～令和 30 年 3 月）] （単位：円） 

年度 
 
 

項目 

1 年目 ･･･ 25 年目 
合計 

備考 令和 
5 年度 ･･･ 令和 

29 年度 
年額（円） 総額（円） 

植栽管理及び清
掃業務 

人件費      
諸経費      
その他      
小計      

保安業務 

人件費      
諸経費      
その他      
小計      

災害、事故及び緊
急時対応業務 

人件費      
諸経費      
その他      
小計      

事業終了時の引
継ぎ業務 

人件費      
諸経費      
その他      
小計      

その他の費用      
合計      

（注１）運転維持管理期間は、膜ろ過方式の切替完了時期に応じて、様式変更すること。 
（注２）４月～翌年３月の１年間の費用を記入すること。 

（注３）消耗品調達管理として、上限額（第１期：30 万円／年（税抜）、第２期：50 万円／年（税

抜））を毎年度計上すること。 
（注４）薬品調達管理業務は、第二水源地における次亜塩素酸ナトリウムの使用量を 9.5t/年とし、

事業者における単価を乗じて計上すること。 

（注５）燃料調達管理業務は、場外施設における燃料（軽油）の使用量を 600Ｌ/年とし、事業者に

おける単価を乗じて計上すること。 

（注６）Microsoft Office Excel のファイル形式で提出すること。 
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様式Ⅴ－１－１ 

【以降の様式における共通事項】 

・添付資料は「様式Ⅵ－表紙」を表紙とし、他の様式とまとめるこ

と。 

 

（略） 

 

様式Ⅴ－１－３－② 

業務実施体制に関する提案－建設工事業務の体制－ 

 
 

 

様式Ⅴ－１－１ 

【以降の様式における共通事項】 

・添付資料は「様式Ⅳ－表紙」を表紙とし、他の様式とまとめるこ

と。 

 

（略） 

 

様式Ⅴ－１－３－② 

業務実施体制に関する提案－建設工事業務の体制－ 

 
 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 

 

 

■土木建築企業が配置を予定する【土木工事】の監理技術者 

土木建築企業 ●●株式会社 

氏名(ふりがな)  

同種業務の実績【土木】 

1 

工事名称  工事概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

発注形態 単体 ・共同企業体（代表） 

 

2 

工事名称  工事概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

発注形態 単体 ・共同企業体（代表） 

備 考 

※１土木建築企業を複数の企業で構成する場合は、ＪＶ出資比率が最も高い企業の担当者を記載す

る。 

※２同種業務とは、浄水場における公称能力 5,000m3/日以上の表流水を原水とする膜ろ過方式又は

急速ろ過方式の建設工事（元請）の完成実績のうち、土木水槽構造物を含む工事業務を指す。 

※３発注形態にはどちらかに○を付けること。 

※４実績を確認できる書類等、監理技術者資格者証（土木工事）及び監理技術者講習修了証を添付資

料として提出すること。 

※５複数の候補者について提出する場合は、本様式を複写して使用する。その場合、評価対象は評価

点が最も低い技術者とする。 

 

■土木建築企業が配置を予定する【土木工事】の監理技術者 

土木建築企業 ●●株式会社 

氏名(ふりがな)  

同種業務の実績【土木】 

1 

工事名称  工事概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

発注形態 単体 ・共同企業体（代表） 

 

2 

工事名称  工事概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

発注形態 単体 ・共同企業体（代表） 

備 考 

※１土木建築企業を複数の企業で構成する場合は、ＪＶ出資比率が最も高い企業の担当者を記載す

る。 

※２同種業務とは、浄水場における公称能力 5,000m3/日以上の表流水を原水とする膜ろ過方式又は

急速ろ過方式の建設工事（元請）の完成実績のうち、土木水槽構造物を含む工事業務を指す。 

※３発注形態にはどちらかに○を付けること。 

※４実績を確認できる書類等、監理技術者資格者証（土木工事）及び監理技術者講習修了証を添付資

料として提出すること。 
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（追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■土木建築企業が配置を予定する【建築工事】の監理技術者 

土木建築企業 ●●株式会社 

氏名(ふりがな)  

同種業務の実績【建築】 

1 

工事名称  工事概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

発注形態 単体 ・共同企業体（代表） 

 

2 

工事名称  工事概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

発注形態 単体 ・共同企業体（代表） 

備 考 

※１土木建築企業を複数の企業で構成する場合は、ＪＶ出資比率が最も高い企業の担当者を記載す

る。 

※２同種業務とは、浄水場における公称能力 5,000m3/日以上の表流水を原水とする膜ろ過方式又は

急速ろ過方式の建設工事（元請）の完成実績のうち、建築物（管理棟又は浄水・排水処理機能に

係る建物に限る）を含む工事業務を指す。 

※３発注形態にはどちらかに○を付けること。 

※４実績を確認できる書類等、監理技術者資格者証（建築工事）及び監理技術者講習修了証を添付資

料として提出すること。 

※５複数の候補者について提出する場合は、本様式を複写して使用する。その場合、評価対象は評価

点が最も低い技術者とする。 

 

■土木建築企業が配置を予定する【建築工事】の監理技術者 

土木建築企業 ●●株式会社 

氏名(ふりがな)  

同種業務の実績【建築】 

1 

工事名称  工事概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

発注形態 単体 ・共同企業体（代表） 

 

2 

工事名称  工事概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

発注形態 単体 ・共同企業体（代表） 

備 考 

※１土木建築企業を複数の企業で構成する場合は、ＪＶ出資比率が最も高い企業の担当者を記載す

る。 

※２同種業務とは、浄水場における公称能力 5,000m3/日以上の表流水を原水とする膜ろ過方式又は

急速ろ過方式の建設工事（元請）の完成実績のうち、建築物（管理棟又は浄水・排水処理機能に

係る建物に限る）を含む工事業務を指す。 

※３発注形態にはどちらかに○を付けること。 

※４実績を確認できる書類等、監理技術者資格者証（建築工事）及び監理技術者講習修了証を添付資

料として提出すること。 
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（追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■機械設備企業が配置を予定する監理技術者 

機械設備企業 ●●株式会社 

氏名(ふりがな)  

同種業務の実績【機械設備】 

1 

工事名称  工事概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

発注形態 単体・共同企業体 

 

2 

工事名称  工事概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

発注形態 単体 ・共同企業体 

備 考 

※１機械設備企業を複数の企業で構成する場合は、ＪＶ出資比率が最も高い企業の担当者を記載す

る。 

※２同種業務とは、浄水場における公称能力 5,000m3/日以上の表流水を原水とする膜ろ過方式の機

械工事の完成実績を指す。 

※３発注形態にはどちらかに○を付けること。 

※４共同企業体は代表に限らず、構成員としての参加実績も可とする。 

※５実績を確認できる書類等、監理技術者資格者証（機械器具設置工事又は水道施設工事）及び監理

技術者講習修了証を添付資料として提出すること。 

※６複数の候補者について提出する場合は、本様式を複写して使用する。その場合、評価対象は評価

点が最も低い技術者とする。 

 

■機械設備企業が配置を予定する監理技術者 

機械設備企業 ●●株式会社 

氏名(ふりがな)  

同種業務の実績【機械設備】 

1 

工事名称  工事概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

発注形態 単体・共同企業体 

 

2 

工事名称  工事概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

発注形態 単体 ・共同企業体 

備 考 

※１機械設備企業を複数の企業で構成する場合は、ＪＶ出資比率が最も高い企業の担当者を記載す

る。 

※２同種業務とは、浄水場における公称能力 5,000m3/日以上の表流水を原水とする膜ろ過方式の機

械工事の完成実績を指す。 

※３発注形態にはどちらかに○を付けること。 

※４共同企業体は代表に限らず、構成員としての参加実績も可とする。 

※５実績を確認できる書類等、監理技術者資格者証（機械器具設置工事又は水道施設工事）及び監理

技術者講習修了証を添付資料として提出すること。 
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（追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■電気設備企業が配置を予定する監理技術者 

電気設備企業 ●●株式会社 

氏名(ふりがな)  

同種業務の実績【電気設備】 

1 

工事名称  工事概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

発注形態 単体・共同企業体 

 

2 

工事名称  工事概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

発注形態 単体 ・共同企業体 

備 考 

※１電気設備企業を複数の企業で構成する場合は、ＪＶ出資比率が最も高い企業の担当者を記載す

る。 

※２同種業務とは、浄水場における公称能力 5,000m3/日以上の表流水を原水とする膜ろ過方式又は

急速ろ過方式の電気工事（中央監視・計装設備を含む一式）の完成実績を指す。 

※３発注形態にはどちらかに○を付けること。 

※４共同企業体は代表に限らず、構成員としての参加実績も可とする。 

※５実績を確認できる書類等、監理技術者資格者証（電気工事）及び監理技術者講習修了証を添付資

料として提出すること。 

※６複数の候補者について提出する場合は、本様式を複写して使用する。その場合、評価対象は評価

点が最も低い技術者とする。 

 

■電気設備企業が配置を予定する監理技術者 

電気設備企業 ●●株式会社 

氏名(ふりがな)  

同種業務の実績【電気設備】 

1 

工事名称  工事概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

発注形態 単体・共同企業体 

 

2 

工事名称  工事概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

発注形態 単体 ・共同企業体 

備 考 

※１電気設備企業を複数の企業で構成する場合は、ＪＶ出資比率が最も高い企業の担当者を記載す

る。 

※２同種業務とは、浄水場における公称能力 5,000m3/日以上の表流水を原水とする膜ろ過方式又は

急速ろ過方式の電気工事（中央監視・計装設備を含む一式）の完成実績を指す。 

※３発注形態にはどちらかに○を付けること。 

※４共同企業体は代表に限らず、構成員としての参加実績も可とする。 

※５実績を確認できる書類等、監理技術者資格者証（電気工事）及び監理技術者講習修了証を添付資

料として提出すること。 
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様式Ⅴ－１－３－③ 

業務実施体制に関する提案－運転維持管理業務の体制－ 

 

 

 

 

 

様式Ⅴ－１－３－③ 

業務実施体制に関する提案－運転維持管理業務の体制－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 

 

 

 

 

■維持管理企業が配置を予定する【受託水道業務技術管理者】 

維持管理企業 ●●株式会社 

氏名(ふりがな)  

保有資格 水道浄水施設管理技士（１級） ・ 同（２級） ・ 保有なし 

同種業務の実績【運転維持管理】 

1 

業務名称  業務概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

従事立場 
受託水道業務技術管理者 ・ 

現場業務責任者 

 

2 

業務名称  業務概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

従事立場 
受託水道業務技術管理者 ・ 

現場業務責任者 

備 考 

※１維持管理企業を複数の企業で構成する場合は、ＪＶ出資比率が最も高い企業の担当者を記載す

る。 

※２保有資格は該当する項目に○を付けること。 

※３同種業務とは、浄水場における公称能力 5,000m3/日以上の表流水を原水とする膜ろ過方式又は

急速ろ過方式で 24 時間連続して運転監視する運転管理業務の完了実績を指す。 

※４保有資格及び実績を確認できる書類等を添付資料として提出すること。 

※５現場業務責任者として従事した実績業務については、現場業務の責任者として従事したことを確

認できる書類等を添付資料として提出すること。 

※６水道技術管理者（水道法第 19 条に定めるものをいう。）の資格を証する書類を添付資料として提

出する。 

※７複数の候補者について提出する場合は、本様式を複写して使用する。その場合、評価対象は評価

点が最も低い技術者とする。 

 

■維持管理企業が配置を予定する【受託水道業務技術管理者】 

維持管理企業 ●●株式会社 

氏名(ふりがな)  

保有資格 水道浄水施設管理技士（１級） ・ 同（２級） ・ 保有なし 

同種業務の実績【運転維持管理】 

1 

業務名称  業務概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

従事立場 
受託水道業務技術管理者 ・ 

現場業務責任者 

 

2 

業務名称  業務概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

従事立場 
受託水道業務技術管理者 ・ 

現場業務責任者 

備 考 

※１維持管理企業を複数の企業で構成する場合は、ＪＶ出資比率が最も高い企業の担当者を記載す

る。 

※２保有資格は該当する項目に○を付けること。 

※３同種業務とは、浄水場における公称能力 5,000m3/日以上の表流水を原水とする膜ろ過方式又は

急速ろ過方式で 24 時間連続して運転監視する運転管理業務の完了実績を指す。 

※４保有資格及び実績を確認できる書類等を添付資料として提出すること。 

※５現場業務責任者として従事した実績業務については、現場業務の責任者として従事したことを確

認できる書類等を添付資料として提出すること。 

※６水道技術管理者（水道法第 19 条に定めるものをいう。）の資格を証する書類を添付資料として提

出する。 
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（略） 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 

 

 

 

 

 

 

■維持管理企業が配置を予定する【現場業務責任者】 

維持管理企業 ●●株式会社 

氏名(ふりがな)  

保有資格 水道浄水施設管理技士（１級） ・ 同（２級） ・ 保有なし 

同種業務の実績【運転維持管理】 

1 

業務名称  業務概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

従事立場 
受託水道業務技術管理者 ・ 

現場業務責任者 

 

2 

業務名称  業務概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

従事立場 
受託水道業務技術管理者 ・ 

現場業務責任者 

備 考 

※１維持管理企業を複数の企業で構成する場合は、ＪＶ出資比率が最も高い企業の担当者を記載す

る。 

※２保有資格は該当する項目に○を付けること。 

※３同種業務とは、浄水場における公称能力 5,000m3/日以上の表流水を原水とする膜ろ過方式又は

急速ろ過方式で 24 時間連続して運転監視する運転管理業務の完了実績を指す。 

※４保有資格及び実績を確認できる書類等を添付資料として提出すること。 

※５現場業務責任者として従事した実績業務については、現場業務の責任者として従事したことを確

認できる書類等を添付資料として提出すること。 

※６複数の候補者について提出する場合は、本様式を複写して使用する。その場合、評価対象は評価

点が最も低い技術者とする。 

 

■維持管理企業が配置を予定する【現場業務責任者】 

維持管理企業 ●●株式会社 

氏名(ふりがな)  

保有資格 水道浄水施設管理技士（１級） ・ 同（２級） ・ 保有なし 

同種業務の実績【運転維持管理】 

1 

業務名称  業務概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

従事立場 
受託水道業務技術管理者 ・ 

現場業務責任者 

 

2 

業務名称  業務概要 

発注機関   

契約期間      年   月～    年   月 

従事立場 
受託水道業務技術管理者 ・ 

現場業務責任者 

備 考 

※１維持管理企業を複数の企業で構成する場合は、ＪＶ出資比率が最も高い企業の担当者を記載す

る。 

※２保有資格は該当する項目に○を付けること。 

※３同種業務とは、浄水場における公称能力 5,000m3/日以上の表流水を原水とする膜ろ過方式又は

急速ろ過方式で 24 時間連続して運転監視する運転管理業務の完了実績を指す。 

※４保有資格及び実績を確認できる書類等を添付資料として提出すること。 

※５現場業務責任者として従事した実績業務については、現場業務の責任者として従事したことを確

認できる書類等を添付資料として提出すること。 
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様式Ⅴ－３－２－③ 

 
様式Ⅴ－３－２－④ 

 
 

（略） 

 

様式Ⅴ－３－８ 

 

様式Ⅴ－３－２－③ 

 
様式Ⅴ－３－２－④ 

 

（略） 

 

様式Ⅴ－３－８ 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

※要求水準適合チェ

ックリストは別資料

で変更箇所を明示し

ています。 

 

点検リスト（機械設備） 

 

番号 対象施設 機器名称 点検項目 方法 頻度 

１ 例：浄水施設 例：主系膜ろ過装置 ケーシング メーカーによる点検 １回／１年 

      

 

点検リスト（電気計装設備） 

 

番号 対象箇所 機器名称 点検項目 方法 頻度 

１ 例：受変電設備 例：変圧器 コンデンサ  メ－カによる点検 １回／１年 

      

 

災害、事故及び緊急時対応業務に関する提案 

 
 

高田浄水場及び場外施設の運転を安定的に行うための災害、事故及び緊急時対応業務について、次

の観点から具体的に記述すること。 

 

１．危機管理マニュアルの作成 
 １－１ 危機管理マニュアルの作成方針に関する提案 

１－２ 本市との連絡体制に関する提案 

１－３ 危機管理マニュアルに基づく訓練等の実施に関する提案 

 

２．災害時（地震、水質事故、停電、風水害、降灰等）の体制と対応 

 ２－１ 災害時の体制に関する提案 

２－２ 初動対応、施設巡視及び被害状況調査等に関する提案 

２－３ 応急復旧及び応急給水の支援に関する提案 

 

３．事故時（設備故障等）の体制と対応 

３－１ 想定される設備事故内容とその対策に関する提案 

３－２ 初動対応に関する提案 

３－３ 応急復旧に関する提案 

 

点検リスト（機械設備） 

 

番号 構造物名称 主寸法 定格 台数 仕様 

１ 例：送水ポンプ φ○.○○ｍ △△kW □  

      

 

点検リスト（電気計装設備） 

 

番号 構造物名称 構造 形式等 配電盤の規格 主要設備の規格 

１ 
例：引込受変電 屋内単位閉

鎖形  

ＣＷ－○ ＪＥＭ－○○○○ ＪＥＣ－○○○○ 

      

 

災害、事故及び緊急時対応業務に関する提案 

 
 

高田浄水場及び場外施設の運転を安定的に行うための災害、事故及び緊急時対応業務について、次

の観点から具体的に記述すること。 

 

１．危機管理マニュアルの作成 
 １－１ 危機管理マニュアルの作成方針に関する提案 

１－２ 本市との連絡体制に関する提案 

１－３ 危機管理マニュアルに基づく訓練等の実施に関する提案 

 

２．災害時（地震、水質事故、停電、風水害、降灰等）の体制と対応 

 １－１ 災害時の体制に関する提案 

１－２ 初動対応、施設巡視及び被害状況調査等に関する提案 

１－３ 応急復旧及び応急給水の支援に関する提案 

 

３．事故時（設備故障等）の体制と対応 

２－１ 想定される設備事故内容とその対策に関する提案 

２－２ 初動対応に関する提案 

３－３ 応急復旧に関する提案 

 



要求水準適合チェックリスト　新旧対照表 令和3年9月公表

No. 変更箇所 変更内容 変更後（新） 変更前（旧）

30 内容
削除

追記

⑥ 排水流末は既存と同様に関口川となる（削除）。事業者は別紙３に示す

既設排水管及び既設雨水枡に、本事業で整備する排水管等を接続するこ

と。なお、放流可能排水量については、既存の定めがないことから、事業

者の整備内容を踏まえ、関係機関と協議のうえ、定めること。

⑥ 排水流末は既存と同様に関口川（既存の許可排水量900m3/日）とな

る。事業者は別紙３に示す既設排水管及び既設雨水枡に、本事業で整備す

る排水管等を接続すること。なお、放流可能排水量については事業者の整

備内容を踏まえ、関係機関と協議のうえ、定めること。

132 内容
削除

追記

薬品注入設備は、既設の薬注棟、新設する管理棟又は膜ろ過棟に設置する

ことを基本とする。薬品注入設備は、本事業で更新することを基本とする

が、（削除）事業者の責任により本市が整備した既設薬注設備を継続利用

することは妨げない。ただし、運転維持管理業務における修繕等の対応

は、整備対象施設と同等に扱うものとする。

薬品注入設備は、既設の薬注棟、新設する管理棟又は膜ろ過棟に設置する

ことを基本とする。薬品注入設備は、本事業で更新することを基本とする

が、薬品貯蔵槽及び粉末活性炭注入設備は事業者の責任により継続利用す

ることを妨げない。ただし、運転維持管理業務における修繕等の対応は、

整備対象施設と同等に扱うものとする。

206 内容 追記

⑨ 継続利用施設の監視設備は、移設または信号取り込みによって新設する

中央監視室にて監視制御が行えること。なお、既設監視設備を管理棟（既

設）に残置したまま、新設する管理棟に監視操作用PC等を設置する場合

は、管理棟（既設）における必要な改修及び管理は事業者の責任において

行うとともに、中央監視室に将来設置更新用のスペースを確保すること。

既設のシステム構成図を別紙９に示す。既設監視設備に対して機能改造

（既設の信号取込みに伴う改造、施設撤去に伴う警報削除や画面削除など

を除く）して継続利用する場合は、運転維持管理業務における修繕対応

は、整備対象施設と同等に扱うものとする。

⑨ 継続利用施設の監視設備は、移設または信号取り込みによって新設する

中央監視室にて監視制御が行えること。なお、既設監視設備を管理棟（既

設）に残置したまま、新設する管理棟に監視操作用PC等を設置する場合

は、管理棟（既設）における必要な改修及び管理は事業者の責任において

行うとともに、中央監視室に将来設置更新用のスペースを確保すること。

既設のシステム構成図を別紙９に示す。

209 内容 追記

② 遠方監視設備の整備は、事業者の提案とする。既設遠方監視設備を移設

して継続利用する場合は、移設切替期間中においても場外施設の監視に支

障が生じない処置を講じること。既設遠方監視設備を管理棟（既設）に残

置したまま、監視操作用PC等を新設する管理棟に設置する場合は、管理

棟（既設）における必要な改修及び管理は事業者の責任において行うとと

もに、中央監視室に将来設置更新用のスペースを確保すること。なお、既

設監視設備に対して機能改造（既設の信号取込みに伴う改造、施設撤去に

伴う警報削除や画面削除などを除く）して継続利用する場合は、運転維持

管理業務における修繕対応は、整備対象施設と同等に扱うものとする。

② 遠方監視設備の整備は、事業者の提案とする。既設遠方監視設備を移設

して継続利用する場合は、移設切替期間中においても場外施設の監視に支

障が生じない処置を講じること。既設遠方監視設備を管理棟（既設）に残

置したまま、監視操作用PC等を新設する管理棟に設置する場合は、管理

棟（既設）における必要な改修及び管理は事業者の責任において行うとと

もに、中央監視室に将来設置更新用のスペースを確保すること。

293 内容 追記

（１） 既設新１号沈でん池

① 既設新１号沈でん池の活用方法は事業者提案とし、継続利用するために

必要な改修を施すこと。なお、既設設備を継続利用することは妨げない

が、運転維持管理業務における修繕等の対応は、整備対象施設と同等に扱

うものとする。

（１） 既設新１号沈でん池

① 既設新１号沈でん池の活用方法は事業者提案とし、継続利用するために

必要な改修を施すこと。

296 内容
削除

追記

（２） 薬注棟

① 本項のク）に示すとおり、薬品注入設備は、本事業で更新することを基

本とするが、（削除）事業者の責任により本市が整備した既設薬注設備を継

続利用することは妨げない。なお、運転維持管理業務における修繕等の対応は、

整備対象施設と同等に扱うものとする。

（２） 薬注棟

① 本項のク）に示すとおり、薬品注入設備は、本事業で更新することを基

本とするが、薬品貯蔵槽及び粉末活性炭注入設備は事業者の責任により継

続利用することを妨げない。なお、運転維持管理業務における修繕等の対

応は、整備対象施設と同等に扱うものとする。

393 内容 変更

本業務は、水道水の安全性の確保を目的として、水質の管理、採水及び検

査を行う。原則として必要な検査設備等は事業者で用意すること。

（１） 法定外検査

法定外検査とは、水道法施行規則第15条に掲げられる定期及び臨時の水質

検査（法定検査）以外に本市水道事業が自主的に実施する水質検査をい

う。事業者は、原水、浄水及び給水栓について、表 ３-２に示す水質検査

を実施し、検査結果を本市へ報告する（3.4に示す場外施設の水質管理業

務の範囲を含む）。

本業務は、水道水の安全性の確保を目的として、水質の管理、採水及び検

査を行う。原則として必要な検査設備等は事業者で用意すること。

（１） 法定外検査

法定外検査とは、水道法施行規則第15条に掲げられる定期及び臨時の水質

検査（法定検査）以外に本市水道事業が自主的に実施する水質検査をい

う。事業者は、原水、浄水及び給水栓について、表 ３-２に示す水質検査

を実施し、検査結果を本市へ報告する（3.3に示す場外施設の水質管理業

務の範囲を含む）。

403 内容 追記

事業者は、本業務の実施にあたり、以下の事項に留意すること。

（１） 事業者が整備または事業者提案により継続利用した施設

① 整備対象施設及び継続利用施設において事業者が整備または事業者提案により

継続利用した設備は、計画修繕業務及び計画外修繕業務の対象とし、定期修繕計

画を各施設・設備の本業務開始までに作成し、本市に提出すること。また、計画

の変更が必要な場合には、本市に書面で提出すること。

事業者は、本業務の実施にあたり、以下の事項に留意すること。

（１） 事業者が整備した施設

① 整備対象施設及び継続利用施設において事業者が整備した設備は、計画修繕業

務及び計画外修繕業務の対象とし、定期修繕計画を各施設・設備の本業務開始ま

でに作成し、本市に提出すること。また、計画の変更が必要な場合には、本市に

書面で提出すること。

407 内容 追記

（２） 継続利用施設（事業者が整備または事業者提案により継続利用した設

備を除く）

① 継続利用施設（事業者が整備または事業者提案により継続利用した設備を除

く）については、計画外修繕業務の対象とし、事業開始段階での定期修繕計画を

求めない。

（２） 継続利用施設（事業者が整備した設備を除く）

① 継続利用施設（事業者が整備した設備を除く）については、計画外修繕業務の

対象とし、事業開始段階での定期修繕計画を求めない。

412 内容 追記

⑥ 計画外修繕に係る修繕費用の合計は、年間500万円（1回あたり50万円

（消費税を含む））を上限とする。上限を超過した範囲は変更対象とし、

本市と協議のうえ、事業者又は本市が実施する。費用の上限は、場外施設

における修繕業務（計画外修繕）における修繕費との合算とする。

⑥ 計画外修繕に係る修繕費用の合計は、年間500万円を上限とする。上限

を超過した範囲は変更対象とし、本市と協議のうえ、事業者又は本市が実

施する。費用の上限は、場外施設における修繕業務（計画外修繕）におけ

る修繕費との合算とする。

433 内容 変更

事業者は、本業務の実施にあたり、以下の事項に留意すること。

① 本事業で必要となる衛生用水道及び作業用水は無償で本市より供給す

る。

事業者は、本業務の実施にあたり、以下の事項に留意すること。

① 本事業で必要となる作業用水は無償で本市より供給する。

471
目

内容
追加

【目】ア） 本業務の内容

【内容】本業務は、場外施設の運転管理に関する業務であり、場外施設の

管路は期間によらず維持管理対象外とするが、運転管理業務や保守点検業

務、修繕業務等に付随して発生するバルブ開閉作業等は業務に含まれる。

事業者は、場外施設に係る運転管理マニュアルを作成し、常に安定的な運

転管理を行う。

保守点検業務の内容は表3-5のとおりとする。

【目】（記載なし）

【内容】（記載なし）

472 No. 変更 472 471

473～487 No. 変更

488
目

内容
追加

【目】ア） 本業務の内容

【内容】本業務は、場外施設の施設及び設備の日常保全等の予防保全に関

する業務である。

事業者は、施設及び設備に関する保守点検マニュアルを作成し、場外施設

一式の施設及び設備の性能及び機能を維持するため、従事者が実施可能な

点検及び機器の清掃を行う。

【目】（記載なし）

【内容】（記載なし）

489 No. 変更 489 487

490～502 No. 変更

503
No.

内容
追記

【No.】503

【内容】⑥ 計画外修繕に係る修繕費用の合計は、年間500万円（1回あた

り50万円（消費税を含む））を上限とする。上限を超過した範囲は変更対

象とし、本市と協議のうえ、事業者又は本市が実施する。費用の上限は、

高田浄水場における修繕業務（計画外修繕）における修繕費との合算とす

る。

【No.】501

【内容】⑥ 計画外修繕に係る修繕費用の合計は、年間500万円を上限とす

る。上限を超過した範囲は変更対象とし、本市と協議のうえ、事業者又は

本市が実施する。費用の上限は、高田浄水場における修繕業務（計画外修

繕）における修繕費との合算とする。

504
No.

内容
変更

【No.】504

【内容】本業務は、場外施設及び給水栓における採水及び水質検査を行う

ものである。

（１） 法定外検査

場外施設における検査項目及び頻度等は、３.３項の３）に示すとおりとす

る。

【No.】502

【内容】本業務は、場外施設及び給水栓における採水及び水質検査を行う

ものである。

（１） 法定外検査

場外施設における検査項目及び頻度等は、３.２項の３）に示すとおりとす

る。

505 No. 変更 505 503

506 No. 変更 506 504

507
No.

内容
変更

【No.】507

【内容】（４） 水質管理業務計画の作成

本市が策定している水安全計画及び水質検査計画を踏まえ、場外施設の水

質管理業務計画を作成し、本市に提出すること。また、水質計器等の監視

により取水から配水における水質管理を徹底することとし、必要に応じて

水質計器値の確認試験により最適な薬品注入量を決定するなど、水質の向

上に努めること。

なお、水質管理に関する要求水準は水道法に規定する水質基準とするもの

であるが、以下の項目については、表 ３-８に示す水質を水質管理の要求

水準とし、良質な水質の確保を目的に管理目標値を目標に管理すること。

【No.】505

【内容】（４） 水質管理業務計画の作成

本市が策定している水安全計画及び水質検査計画を踏まえ、場外施設の水

質管理業務計画を作成し、本市に提出すること。また、水質計器等の監視

により取水から配水における水質管理を徹底することとし、必要に応じて

水質計器値の確認試験により最適な薬品注入量を決定するなど、水質の向

上に努めること。

なお、水質管理に関する要求水準は水道法に規定する水質基準とするもの

であるが、以下の項目については、表 ３-７に示す水質を水質管理の要求

水準とし、良質な水質の確保を目的に管理目標値を目標に管理すること。

508 No. 変更 508 506

509～550 No. 変更

No.489と同様にNo.変更

No.508と同様にNo.変更

No.472と同様にNo.変更
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表紙 

高田浄水場再整備事業 

 

基本協定書（案） 

【変更版】 

 

令和３年９月 

 

小田原市上下水道局 

 

（略） 

 

（秘密保持） 

第１３条 発注者及び受注者は、本協定又は本事業に関連して相手方

から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、責任をもって

管理し、本協定の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはなら

ず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾

なしに秘密情報を第三者に開示してはならない。また、発注者及び受

注者は、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的に秘密情報を使用

してはならない。 

２ 以下に示す情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 

（1）開示のときに公知である情報  

（2）相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを

証明できる情報  

（3）相手方に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれの責めに

も帰すことのできない事由により、公知となった情報  

表紙 

高田浄水場再整備事業 

 

基本協定書（案） 

 

 

令和３年６月 

 

小田原市上下水道局 

 

（略） 

 

（秘密保持） 

第１３条 発注者及び受注者は、本協定又は本事業に関連して相手方

から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、責任をもって

管理し、本協定の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはなら

ず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾

なしに秘密情報を第三者に開示してはならない。また、発注者及び受

注者は、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的に秘密情報を使用

してはならない。 

２ 以下に示す情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 

（1）開示のときに公知である情報  

（2）相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを

証明できる情報  

（3）相手方に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれの責めに

も帰すことのできない事由により、公知となった情報  

 

 

 

 

（追記） 

 

（変更） 
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（4）発注者及び受注者が、本協定に基づき秘密保持義務の対象としな

い旨を書面により合意した情報 

３ 第 1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲

げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前

の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただ

し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局によ

る犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うこと

を要さない。 

 

（4）発注者及び受注者が、本協定に基づき秘密保持義務の対象としな

い旨を書面により合意した情報 

２ 第 1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲

げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前

の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただ

し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局によ

る犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うこと

を要さない。 

 

 

（変更） 
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表紙 

高田浄水場再整備事業 

 

基本契約書（案） 

【変更版】 

 

令和３年９月 

 

小田原市上下水道局 

 

 

（略） 

 

（定義） 

第３条  

（４）「要求水準書」とは、（削除）「高田浄水場再整備事業 要求水準

書」及びこれらの書類についての質問に対する発注者の回答を示した

書面をいう。 

 

（略） 

 

（特別目的会社の設立） 

第１０条 受注者は、本事業の業務の一部である本施設の運転維持管

理業務を担当させるために、令和 4年 12月 31日までに株式会社であ

る特別目的会社（以下「SPC」という。）を適法に設立するものとす

る。 

表紙 

高田浄水場再整備事業 

 

基本契約書（案） 

 

 

令和３年６月 

 

小田原市上下水道局 

 

 

（略） 

 

（定義） 

第３条 

（４）「要求水準書」とは、令和３年６月 11 日付け「高田浄水場再整

備事業 要求水準書」及びこれらの書類についての質問に対する発注者

の回答を示した書面をいう。 

 

（略） 

 

（特別目的会社の設立） 

第１０条 受注者は、本事業の業務の一部である本施設の運転維持管

理業務を担当させるために、令和 4年 12月 31日までに株式会社であ

る特別目的会社（以下「SPC」という。）を適法に設立するものとす

る。 

 

 

 

 

（追記） 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



高田浄水場再整備事業 基本契約書（案） 新旧対照表 
新 旧 備考欄 

 

2 / 3 

２ 受注者は、SPC の設立及び運転維持管理業務に関して構成企業間で

締結した（削除）契約が、次の各号に定める事項を含み、また、構成

企業間において（削除）各号に定める事項に反する書面による、又は

口頭の合意を行っていないことをここに表明する。 

 

（略） 

 

（財務書類等の提出） 

第 13条 SPCは、運転維持管理業務期間中の各事業年度最終日の３ヶ

月前までに、運転維持管理業務の開始年度については、業務開始予

定の３ヶ月前までに翌事業年度の事業計画を、別途 SPC が定め発注

者が承認する様式により、発注者に提出するものとする。発注者

は、当該事業計画を確認し、疑義がある場合には、SPC に対し質問

等を行うことができるものとする。この場合、SPCは、発注者の質

問に誠意をもって回答しなければならない。 

２ SPCは、本事業が終了するまでの間、経営の健全性及び透明性を確

保するために、各事業年度最終日より３ヶ月以内に、会社法（平成

17 年法律第 86 号）第 435 条第２項に定義する計算書類及び事業報

告並びにこれらの附属明細書（SPC が会計監査人設置会社であるか

否かを問わず、公認会計士又は監査法人による監査済みのものに限

る。）、その他発注者が求める書類（キャッシュフロー計算書等 ）を

発注者に提出しなければならない。発注者は、上記書類及び報告を

確認し、疑義がある場合には、SPC に対して質問等を行うことがで

きるものとする。この場合、SPC は、発注者の質問に誠意をもって

回答しなければならない。 

３ 各構成企業は、本事業が終了するまでの間、自らについて会社法第

２ 受注者は、SPC の設立及び運転維持管理業務に関して構成企業間で

締結した受注者間の契約が、次の各号に定める事項を含み、また、構

成企業間において受注者が各号に定める事項に反する書面による、又

は口頭の合意を行っていないことをここに表明する。 

 

（略） 

 

（財務書類等の提出） 

第 13条 SPCは、運転維持管理業務期間中の各事業年度最終日の３ヶ

月前までに、運転維持管理業務の開始年度については、業務開始予

定の３ヶ月前までに翌事業年度の事業計画を、別途 SPC が定め発注

者が承認する様式により、発注者に提出するものとする。発注者

は、当該事業計画を確認し、疑義がある場合には、SPC に対し質問等

を行うことができるものとする。この場合、SPCは、発注者の質問に

誠意をもって回答しなければならない。 

２ SPCは、本事業が終了するまでの間、経営の健全性及び透明性を確

保するために、各事業年度最終日より３ヶ月以内に、会社法（平成

17 年法律第 86 号）第 435 条第２項に定義する計算書類及び事業報

告並びにこれらの附属明細書（SPC が会計監査人設置会社であるか

否かを問わず、公認会計士又は監査法人による監査済みのものに限

る。）を発注者に提出しなければならない。発注者は、上記書類及び

報告を確認し、疑義がある場合には、SPC に対して質問等を行うこ

とができるものとする。この場合、SPC は、発注者の質問に誠意を

もって回答しなければならない。 

３ 各構成企業は、本事業が終了するまでの間、自らについて会社法第

435 条第２項に定義する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 
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435 条第２項に定義する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属

明細書（当該企業が会計監査人設置会社であるか否かを問わず、公

認会計士又は監査法人による監査済みのものに限る。）、その他発注

者が求める書類（キャッシュフロー計算書等 ）を、当該企業の毎事

業年度最終日より３ヶ月以内に、発注者に提出しなければならな

い。発注者は、上記書類及び報告を確認し、疑義がある場合には、

当該企業に対し質問等を行うことができるものとする。この場合、

当該企業は、発注者の質問に誠意をもって回答しなければならな

い。 

 

明細書（当該企業が会計監査人設置会社であるか否かを問わず、公

認会計士又は監査法人による監査済みのものに限る。）を、当該企業

の毎事業年度最終日より３ヶ月以内に、発注者に提出しなければな

らない。発注者は、上記書類及び報告を確認し、疑義がある場合に

は、当該企業に対し質問等を行うことができるものとする。この場

合、当該企業は、発注者の質問に誠意をもって回答しなければなら

ない。 

 

 

 

（追記） 
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表紙 

高田浄水場再整備事業 

 

設計建設業務請負契約書（案） 

【変更版】 

 

令和３年９月 

 

小田原市上下水道局 

 

 

（略） 

 

 

請負契約条項 

目 次 

 

（略） 

 

【別紙１】請負代金額の内訳書 

【別紙２】建設リサイクル法様式 

【別紙３】情報セキュリティに関する特記事項 

【別紙４】個人情報の取扱いに関する特記事項 

【別紙５】法令等の変更に係る責任負担割合 

【別紙６】リスクとその責任分担 

 

表紙 

高田浄水場再整備事業 

 

設計建設業務請負契約書（案） 

 

 

令和３年６月 

 

小田原市上下水道局 

 

 

（略） 

 

 

請負契約条項 

目 次 

 

（略） 

 

【別紙１】請負代金額の内訳書 

【別紙２】建設リサイクル法様式 

【別紙３】情報セキュリティに関する特記事項 

【別紙４】小田原市個人情報取扱事務委託要領 

【別紙５】法令等の変更に係る責任負担割合 

【別紙６】リスクとその責任分担 

 

 

 

 

 

（追記） 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 
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（用語の定義） 

（６）「要求水準書等」とは、本事業の提案募集にあたり発注者が公表

した実施方針、募集要項、要求水準書その他の附属書類及びこ

れらの書類についての質問に対する発注者の回答を示した書面

のすべてをいう。 

 

上記の「要求水準書等」の修正に伴い以下の箇所も同様とする。 

  用語の定義（７） 

  第３条１項、２項、第８条１項、第１４条、第１８条２項、５項 

  第１９条１項、第２０条、第２３条２項、第２５条１項、２項、 

  第２６条１項、２項、第２７条２項、９項、１１項、 

  第２８条１項、４項、第２９条１項、３項、第３１条、 

第３２条１項、４項、５項、６項、第３３条、第４４条、 

第４５条、第４８条２項、第５５条３項、第５６条１項、 

  第５８条２項、３項、第６９条 

 

（略） 

 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、契約書等に基づき、日本国の法令を遵

守し、本契約を履行しなければならない。 

 

（略） 

 

12 受注者は、本契約の履行にあたり知り得た発注者の業務上及び技

術上に係わる事項を、第三者に漏洩してはならない。また、本契約の

（用語の定義） 

（６）「要求水準書」とは、本事業の提案募集にあたり発注者が公表し

た実施方針、募集要網、要求水準書その他の附属書類及びこれ

らの書類についての質問に対する発注者の回答を示した書面の

すべてをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、契約書等に基づき、日本国の法令を遵

守し、本契約を履行しなければならない。 

 

（略） 

 

12 受注者は、本契約の履行にあたり知り得た発注者の業務上及び技

術上に係わる事項を、第三者に漏洩してはならない。また、本契約の

 

（変更） 
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履行にあたり個人情報を取り扱う場合は、「個人情報の取扱いに関する

特記事項」（別紙４）を順守しなければならない。 

 

（略） 

 

（規定の適用関係） 

第３条 契約書等の間に矛盾又は相違がある場合には、本契約、本契

約締結に至るまでの発注者及び受注者が本事業に関して別途合意した

事項に係る書面、要求水準書等、事業者提案書の順に優先して適用さ

れるものとする。ただし、要求水準書等のうちの要求水準書と事業者

提案書の内容に差異がある場合は、事業者提案書に記載された提案内

容が要求水準書に記載された業務要求水準を上回るときに限り、事業

者提案書が優先する。 

 

（略） 

 

（監督員の立会い及び工事記録の整備等） 

第２６条 受注者は、要求水準書等又は監督員が必要と認めて書面によ

り行う指示において、監督員の立会いの上調合し、又は調合について見

本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受

けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならな

い。 

 

（略） 

 

 

履行にあたり個人情報を取り扱う場合は、「小田原市個人情報取扱事務

委託要領」（別紙４）を順守しなければならない。 

 

（略） 

 

（規定の適用関係） 

第３条 契約書等の間に矛盾又は齟齬がある場合には、本契約、本契

約締結に至るまでの発注者及び受注者が本事業に関して別途合意した

事項に係る書面、要求水準書、事業者提案書の順に解釈が優先するも

のとする。ただし、事業者提案書が要求水準書等を上回る事項につい

ては、事業者提案書を優先する。 

 

 

 

（略） 

 

（監督員の立会い及び工事記録の整備等） 

第２６条 受注者は、要求水準書又は監督員が必要と認めて書面によ

り行う指示において、監督員の立会いの上調合し、又は調合について

見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会い

を受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければ

ならない。 

 

（略） 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 
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４ 監督員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を

請求されたときは、当該請求を受けた日から７日以内に応じなけれ

ばならない。 

 

（略） 

 

（保証契約の変更） 

第５３条 受注者は、第５１条第３項及び前条第３項の規定により受

領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合に

は、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄

託しなければならない。 

 

（略） 

 

 

 

 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第６６条 第６４条第２号又は前条第２号、第４号乃至第７号に定め

る場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注

者は、前２条の規定による本契約の解除をすることができない。 

 

（略） 

 

 

 

４ 監督員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を

請求されたときは、当該請求を受けた日から遅滞なく応じなければな

らない。 

 

（略） 

 

（保証契約の変更） 

第５３条 受注者は、第５２条第３項及び前条第３項の規定により受

領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合に

は、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄

託しなければならない。 

 

（略） 

 

 

 

 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第６６条 第６４条第２又は前条第２号、第４号乃至第７号に定める

場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者

は、前２条の規定による本契約の解除をすることができない 

 

（略） 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 
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（談合その他不正行為があった場合の違約金等） 

第７５条 受注者（共同企業体にあっては、その構成員）が、次に掲

げる場合のいずれかに該当したときは、発注者が本契約を解除するか

否かを問わず、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額（本契

約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金

額。次項において同じ。）の 10 分の１に相当する額を違約金として発

注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 

（略） 

 

２ 本契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したとき

は、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の

10 分の１に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の５に相当する額

を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

（１）前項第１号に規定する確定した納付命令における課徴金につい

て、独占禁止法第７条の３の規定の適用があるとき。 

（２）前項第２号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項

第４号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行

為の首謀者であることが明らかになったとき。 

 

 

 

（略） 

 

 

 

（談合その他不正行為があった場合の違約金等） 

第７５条 受注者（共同企業体にあっては、その構成員）が、次に掲

げる場合のいずれかに該当したときは、発注者が本契約を解除するか

否かを問わず、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額（本契

約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金

額。次項において同じ。）の 10 分の１に相当する額を違約金として発

注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 

（略） 

 

２ 本契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したとき

は、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の

10 分の１に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の５に相当する額

を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

（１）前項第１号に規定する確定した納付命令における課徴金につい

て、独占禁止法第７条の２第８項又は第９項の規定の適用があ

るとき。 

（２）前項第２号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項

第４号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行

為の首謀者であることが明らかになったとき。 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 
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【別紙４】個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙４】小田原市個人情報取扱事務委託要領 

 

 

 

（変更） 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

【別紙６】リスクとその責任分担（第 83 条関係） 

 

 

（略） 

 

【別紙６】リスクとその責任分担（第 84 条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 
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表紙 

高田浄水場再整備事業 

 

運転維持管理業務委託契約書（案） 

【変更版】 

 

令和３年９月 

 

小田原市上下水道局 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表紙 

高田浄水場再整備事業 

 

運転維持管理業務委託契約書（案） 

 

 

令和３年６月 

 

小田原市上下水道局 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 

 

（変更） 
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契約書 鑑 

 

 

 

 

 

 

契約書 鑑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転維持管理業務委託契約書（案） 

業 務 件 名 高田浄水場再整備事業 運転維持管理業務 

業 務 場 所 小田原市高田 401（高田浄水場）  ほか 42 箇所 

業 務 期 間 

開始  令和 ５年（２０２３年） ４月 １日 

終了  令和３０年（２０４８年） ３月３１日 

契 約 金 額 

                   円 

 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額           円 

「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法及び地方税法の

規定により算出したもので、契約金額に１０／１１０を乗じて得た金額

である。 

支 払 の 条 件 
□ 別紙「契約金額の分割支払表」のとおり 

□ 無 

契 約 保 証 金 
□ 現  金          円   □ 保険加入 

□ 有価証券          円   □ 免  除 

 

上記の業務委託について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添

の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

本契約の証として本書○通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

令和 ４ 年（２０２２年）   月   日 

 

（発注者）  

住 所  神奈川県小田原市高田４０１ 

氏 名  小田原市水道事業 

小田原市長 守屋 輝彦 印 

運転維持管理業務委託契約書（案） 

業 務 件 名 高田浄水場再整備事業 運転維持管理業務 

業 務 場 所 小田原市高田 401（高田浄水場）  ほか 34 箇所 

業 務 期 間 

開始  令和 ５年（２０２３年） ４月 １日 

終了  令和３０年（２０４８年） ３月３１日 

契 約 金 額 

                   円 

 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額           円 

「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法及び地方税法の

規定により算出したもので、契約金額に１０／１００を乗じて得た金額

である。 

支 払 の 条 件 
□ 別紙「契約金額の分割支払表」のとおり 

□ 無 

契 約 保 証 金 
□ 現  金          円   □ 保険加入 

□ 有価証券          円   □ 免  除 

 

上記の業務委託について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添

の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

本契約の証として本書○通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

令和 ４ 年（２０２２年）   月   日 

 

（発注者）  

住 所  神奈川県小田原市高田４０１ 

氏 名  小田原市水道事業 

小田原市長 守屋 輝彦 印 
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（受注者） 

○○・●●・□□・■■共同企業体 

 

 

（略） 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

（略） 

 

委託契約条項 

目 次 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（受注者） 

○○・○○・○○・○○・○○・ 

○○・○○高田浄水場再整備設計・建設共同企業体 

 

（略） 

 

〔特別目的会社〕 

所在地 神奈川県小田原市○○ 

商号又は名称 ○○株式会社 

代表者 ○○  ○○        印 

 

 

（略） 

 

委託契約条項 

目 次 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

（変更） 
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（略） 

 

（総則） 

第１条 本契約は、小田原市上下水道局（以下「発注者」という。）が

実施する高田浄水場再整備事業（以下「本事業」という。）に係る運

転維持管理業務（削除）（以下「本業務」という。）について、高田

浄水場再整備事業 基本協定書並びに高田浄水場再整備事業 基本契

約書（以下総称して「基本契約」という。）に基づき、受注者が行う

本業務に必要とされる事項を定める。 

 

 

 

 

 

（略） 

 

（総則） 

第１条 本契約は、小田原市上下水道局（以下「発注者」という。）が

実施する高田浄水場再整備事業（以下「本事業」という。）に係る運

転維持管理業務等（以下「本業務」という。）について、高田浄水場

再整備事業 基本協定書並びに高田浄水場再整備事業 基本契約書

（以下総称して「基本契約」という。）に基づき、受注者が行う本業

務に必要とされる事項を定める。 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

【別紙１】情報セキュリティに関する特記事項（第５条関係） .................................. 23 

【別紙２】個人情報の取扱いに関する特記事項（第５条関係） ................................... 25 

【別紙３】関係法令等 .................................................................................................... 26 

【別紙４】本業務の対象となる委託施設（第１２条） ................................................. 27 

【別紙５】本業務の実施体制（第１２条） ................................................................... 28 

【別紙６】発注者と受注者の役割分担（第１２条） .................................................... 29 

【別紙７】リスクとその責任分担（第１２条）............................................................ 30 

【別紙８】行政財産使用許可申請書（第１３条） ....................................................... 33 

【別紙９】実行計画書に記載すべき事項（第１５条） ................................................. 34 

【別紙 10】サービスに対する対価等の額（第１７条） ............................................... 38 

【別紙 11】受託水道業務技術管理者の業務一覧（第２４条） .................................... 40 

【別紙 12】運転維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置等（第３４～３

９条）.............................................................................................................................. 41 

【別紙 13】不可抗力の定義（第４７条） ..................................................................... 47 

【別紙 14】 法令等の変更による費用の負担割合（第４９条） .................................. 48 

【別紙 15】物価の変動及び賃金変動などに対する措置（第５０条） ......................... 49 

【別紙１】情報セキュリティに関する特記事項（第５条関係） .................................. 23 

【別紙２】小田原市個人情報取扱事務委託要領（第５条関係） .................................. 25 

【別紙３】関係法令等 .................................................................................................... 27 

【別紙４】本業務の対象となる委託施設（第１２条） ................................................. 28 

【別紙５】本業務の実施体制（第１２条） ................................................................... 29 

【別紙６】発注者と受注者の役割分担（第１２条） .................................................... 30 

【別紙７】リスクとその責任分担（第１２条）............................................................ 31 

【別紙９】実行計画書に記載すべき事項（第１５条） ................................................. 35 

【別紙 10】サービスに対する対価等の額（第１７条） ............................................... 39 

【別紙 11】受託水道業務技術管理者の業務一覧（第２４条） .................................... 41 

【別紙 12】運転維持管理業務に関するモニタリング及び改善要求措置等（第３４～３

９条）.............................................................................................................................. 42 

【別紙 13】不可抗力の定義（第４７条） ..................................................................... 48 

【別紙 14】 法令等の変更による費用の負担割合（第４９条） .................................. 49 

【別紙 15】物価の変動及び賃金変動などに対する措置（第５０条） ......................... 50 



高田浄水場再整備事業 運転維持管理業務委託契約書（案） 新旧対照表 
新 旧 備考欄 

 

5 / 12 

 

（略） 

 

３ 発注者及び受注者は、基本契約書記載の業務の委託契約に関し本

契約書に定めるもののほか、本事業の提案募集にあたり発注者が公

表した実施方針、募集要項、要求水準書その他の附属書類及びこれ

らの書類についての質問に対する発注者の回答を示した書面のすべ

て（以下総称して「要求水準書等」という。）並びに事業者提案書に

従い、本契約を履行しなければならない。 

 

（略） 

 

（受注者の義務） 

第３条 受注者は、本契約及び要求水準書等に従って、本施設の維持

管理に関する業務に必要な人員を確保し、かつ、本業務に必要な研

修、訓練を済ませて、本業務開始日までに本業務を実施できる体制

を整えなければならない。 

 

（略） 

 

（情報セキュリティ） 

第５条 受注者は、本契約の履行にあたり、「情報セキュリティに関す

る特記事項」（別紙１）を遵守しなければならない。 

２ 受注者は、本契約の履行にあたり知り得た発注者の業務上及び技

術上に係わる事項を、業務期間中はもとより本契約の終了後におい

ても第三者に漏洩してはならない。また、本契約の履行にあたり個

 

（略） 

 

３ 発注者及び受注者は、基本契約書記載の業務の委託契約に関し本

契約書に定めるもののほか、プロポーザル公告等で発注者が公表し

た実施方針、募集要網、要求水準書その他の附属書類及び質問回答

書（以下総称して「要求水準書等」という。）並びに事業者提案書に

従い、本契約を履行しなければならない。 

 

 

（略） 

 

（受注者の義務） 

第３条 受注者は、本契約及び要求水準書等に従って、本施設の維持

管理に関する業務に必要な人員を確保し、かつ、本業務に必要な研

修、訓練を済ませて、本事業開始日までに本業務を実施できる体制

を整えなければならない。 

 

（略） 

 

（情報セキュリティ） 

第５条 受注者は、本契約の履行にあたり、「情報セキュリティに関す

る特記事項」（別紙１）を遵守しなければならない。 

２ 受注者は、本契約の履行にあたり知り得た発注者の業務上及び技

術上に係わる事項を、業務期間中はもとより本契約の終了後におい

ても第三者に漏洩してはならない。また、本契約の履行にあたり個

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 
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人情報を取り扱う場合は、「個人情報の取扱いに関する特記事項」

（別紙２）を遵守しなければならない。 

 

（略） 

 

（規定の適用関係） 

第１０条 本契約、要求水準書等及び事業者提案書の記載内容に矛盾

又は相違がある場合は、本契約、本契約締結に至るまでの発注者及び

受注者が本事業に関して別途合意した事項に係る書面、要求水準書

等、事業者提案書の順に優先して適用されるものとする。 

 

（略） 

 

（サービス対価等の額） 

第１７条 発注者は、受注者に対し、本業務の対価である運転維持管

理費としてのサービス対価（このうち、高田浄水場にかかる変動費

および修繕費並びに場外施設にかかる消耗品費、薬品費、修繕費お

よび燃料費のうち、契約金額に含まれていない分を除く）を、各四

半期（第１四半期は４月から６月、第２四半期は７月から９月、第

３四半期は１０月から１２月、第４四半期は１月から３月とする。）

ごとに支払う（「サービスに対する対価等の額」別紙 10記載のとお

り。）ものとする。 

２ 前項のサービス対価の額は、業務期間における契約金額（高田浄

水場にかかる変動費および修繕費並びに場外施設の消耗品費、薬品

費、修繕費および燃料費のうち、契約金額に含まれていない分を除

く）について、第 1期は 20、第 2期は 80で期間ごとの金額を均等

人情報を取り扱う場合は、「個人情報及び業務情報の取扱いに関する

特記事項」（別紙２）を遵守しなければならない。 

 

（略） 

 

（規定の適用関係） 

第１０条 本契約、要求水準書等及び事業者提案書の記載内容に矛盾

又は相違がある場合は、本契約、要求水準書等、事業者提案書の順に

優先して適用されるものとする。 

 

 

（略） 

 

（サービス対価等の額） 

第１７条 発注者は、受注者に対し、本業務の対価である運転維持管

理費としてのサービス対価（このうち、高田浄水場にかかる変動費

および修繕費並びに場外施設にかかる消耗品費、薬品費および燃料

費のうち、契約金額に含まれていない分を除く）を、各四半期（第

１四半期は４月から６月、第２四半期は７月から９月、第３四半期

は１０月から１２月、第４四半期は１月から３月とする。）ごとに支

払う（「サービスに対する対価等の額」別紙 10記載のとおり。）もの

とする。 

２ 前項のサービス対価の額は、業務期間における契約金額（変動費

および修繕費並びに場外施設の消耗品費、薬品費および燃料費のう

ち、契約金額に含まれていない分を除く）について、第 1期は 20、

（変更） 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追記） 

 

 

 

 

 

（追記） 
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に除した額とし、端数が生じた場合は、最終四半期に調整して支払

うものとする。 

３ 高田浄水場の運転維持管理にかかる変動費としての薬品費、燃料

費、電気従量料金および発生土処分費については、事業者提案書記

載の計画（削除）平均浄水量 1 立方メートル当たりの単価を実績浄

水量に乗じた費用とし、毎四半期の実績浄水量により当該変動費を

確定し、発注者が受注者に対し、四半期ごとに支払うものとする

（具体的な支払方法は別紙 10記載のとおり）。 

 

（略） 

 

（修繕業務） 

第４４条 本施設のうち、高田浄水場再整備事業で整備する高田浄水

場内施設（高田浄水場再整備事業に関する設計建設業務請負契約に

基づき、本事業で整備した施設及び設備に限る）及び継続利用施設

（事業者提案により継続利用する施設、設備に限る）の修繕は、事

業者提案書における修繕計画にあわせて当該修繕費を発注者が受注

者に支払うものとする。なお、修繕計画外で発生した当該施設に関

する修繕工事は、受注者の責任と負担において行う。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

第 2期は 80で期間ごとの金額を均等に除した額とし、端数が生じた

場合は、最終四半期に調整して支払うものとする。 

３ 高田浄水場の運転維持管理にかかる変動費としての薬品費、燃料

費、電気従量料金および発生土処分費については、事業者提案書記

載の計画一日平均給水量 1 立方メートル当たりの単価を実績浄水量

に乗じた費用とし、毎四半期の実績浄水量により当該変動費を確定

し、発注者が受注者に対し、四半期ごとに支払うものとする（具体

的な支払方法は別紙 10記載のとおり）。 

 

（略） 

 

（修繕業務） 

第４４条 本施設のうち、高田浄水場再整備事業で整備する高田浄水

場内施設（高田浄水場再整備事業に関する設計建設業務請負契約に

基づき、本事業で整備した施設及び設備に限る）及び継続利用施設

（事業者提案により継続利用する施設、設備に限る）の修繕は、事

業者提案書における修繕計画にあわせて受注者が行うが、当該修繕

費は発注者が負担する。なお、修繕計画外で発生した当該施設に関

する修繕工事は、受注者の責任と負担において行う。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 
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【別紙２】個人情報の取扱いに関する特記事項（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙２】小田原市個人情報取扱事務委託要領（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《説明》 

【第１条関係】 

○ 受注者は、受託する業務において個人情報を取り扱う場合は、その管理について、発注者

である本市と同等の責務があると言える。そこで、受注者が個人情報保護条例その他関係

法令等を遵守し、発注者と同等の個人情報の管理措置を講じなければならないことを総

則的に定めるものである。 

【第２条関係】 

○ この類型では、契約締結時点において個人情報の取扱いの有無や内容は明確ではないた

め、個人情報の取扱いが必要になった時点で、直ちにその旨を発注者に報告する

よう、受注者に義務付けるものである。  

○ また、個人情報の適正な取扱いのため、共通と考えられる措置事項をあらかじめ定めてお

くほか、取扱い内容に応じ、発注者が行う指示に従うよう、受注者に義務付けるものであ

る。 

○ 発注者が行う指示は、類型ⅠやⅡの措置事項に準じ、個人情報の取扱い内容に応じたもの

とする。必要に応じて約定事項を類型ⅠやⅡに移行するものとする。 

【第３条関係】 

○ 個人情報の適切な保管措置を義務付ける規定である。 

○ 個人番号等、個人情報の秘匿性の程度によっては、鍵の掛る保管庫等への保管規定や、事

務室外への持ち出し禁止規定等を必要に応じて追加すること。 

【第４条関係】 

○ 委託契約による業務に関して知り得た個人情報は、秘密事項であり、受注者の漏えい行為

を禁止するものである。 

【第５条関係】 

○ 委託契約による個人情報の取扱いに当たっては、プライバシーといった、個人情報の背後

にある個人の権利利益を侵害することのないよう規定したものである。 

【第６条関係】 

○ 委託契約により取り扱う個人情報は、契約の目的以外に利用、提供してはならないことを

確認的に規定したものである。 

 

 

＜以下余白＞ 
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【別紙 10】サービスに対する対価等の額（第１７条） 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙 10】サービスに対する対価等の額（第１７条） 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 
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４．変動費等 

膜ろ過方式による浄水施設稼働後の高田浄水場の運転維持管理にか

かる変動費としての薬品費、熱・燃料費、電力従量料金費および発生

土処分費については、事業者提案書記載の計画（削除）平均浄水量１

立方メートルあたりの単価を一日平均浄水量に乗じた費用（「見込変動

費」という。）がサービス対価一部として既に契約金額に含まれている

が、毎四半期に、事業者提案書記載の計画（削除）平均浄水量１立方

メートル当たりの単価を実績浄水量に乗じた費用（本項において「確

定変動費」という。）を計算し、確定変動費をサービス対価一部として

確定し、発注者が受注者に支払うものとする。具体的には、確定変動

費が見込変動費を上回った場合は、当該差額を発注者が受注者に支払

い、確定変動費が見込変動費を下回った場合は、当該支払時期に支払

われるサービス対価から当該差額を差し引くものとする。 

場外施設の消耗品費、薬品費および燃料費については、見込額がサ

ービス対価一部として既に契約金額に含まれているが、毎四半期の業

務実績により当該消耗品費、薬品費および燃料費を確定し、発注者が

受注者に対し、四半期ごとに支払うものとする。具体的には、確定額

が見込額を上回った場合は、当該差額を発注者が受注者に支払い、確

定費が見込費を下回った場合は、当該支払時期に支払われるサービス

対価から当該差額を差し引くものとする。 

 

（略） 

 

 

 

 

４．変動費等 

膜ろ過方式による浄水施設稼働後の高田浄水場の運転維持管理にか

かる変動費としての薬品費、熱・燃料費、電力従量料金費および発生

土処分費については、事業者提案書記載の計画一日平均給水量１立方

メートルあたりの単価を一日平均給水量に乗じた費用（「見込変動費」

という。）がサービス対価一部として既に契約金額に含まれているが、

毎四半期に、事業者提案書記載の計画一日平均給水量１立方メートル

当たりの単価を実績浄水量に乗じた費用（本項において「確定変動

費」という。）を計算し、確定変動費をサービス対価一部として確定

し、発注者が受注者に支払うものとする。具体的には、確定変動費が

見込変動費を上回った場合は、当該差額を発注者受注者に支払い、確

定変動費が見込変動費を下回った場合は、翌支払時期に支払われるサ

ービス対価から当該差額を差し引くものとする。 

場外施設の消耗品費、薬品費および燃料費については、見込額がサ

ービス対価一部として既に契約金額に含まれているが、毎四半期の業

務実績により当該消耗品費、薬品費および燃料費を確定し、発注者が

受注者に対し、四半期ごとに支払うものとする。具体的には、確定額

が見込額を上回った場合は、当該差額を発注者が受注者に支払い、確

定費が見込費を下回った場合は、翌支払時期に支払われるサービス対

価から当該差額を差し引くものとする。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

（追記） 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

（変更） 
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【別紙 15】物価の変動及び賃金変動などに対する措置（第５０条） 

 

１ サービス対価は、下表に示す指標に基づき、改定を行う。 

提案時の費用の積算の前提となる指標は令和 4年 1 月 1日時点のもの

を参照するものとし、その時点を対価の改定に当たっての起点とす

る。令和 9年度末又は発注者と受注者間で別途合意する日に、当該時

点での指標における変動率を勘案した改定率を反映させ対価の見直し

を行い、以後の改定は見直し後の対価を基に行う。 

ただし、各指標の毎年の変動率が 1％に満たない場合及び直近の改定

からの累積が±3％に満たない場合は改定しないこととし、これを超え

る場合にのみ改定する。 

なお、上記の適用が著しく実態と乖離する事態となった場合は、発注

者と受注者は協議を行い、使用する指標を見直すことができるものと

する。 

 

【別紙 15】物価の変動及び賃金変動などに対する措置（第５０条） 

 

１ サービス対価は、下表に示す指標に基づき、改定を行う。 

提案時の費用の積算の前提となる指標は令和 3年 4 月 1 日時点のもの

を参照するものとし、その時点を対価の改定に当たっての起点とす

る。令和 9年末又は発注者と受注者間で別途合意する日に、当該時点

での指標における変動率を勘案した改定率を反映させ対価の見直しを

行い、以後の改定は見直し後の対価を基に行う。 

ただし、各指標の毎年の変動率が 1％に満たない場合及び直近の改定

からの累積が±3％に満たない場合は改定しないこととし、これを超え

る場合にのみ改定する。 

なお、上記の適用が著しく実態と乖離する事態となった場合は、発注

者と受注者は協議を行い、使用する指標を見直すことができるものと

する。 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

（追記） 

 

 


